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EUの構造

1 
E
U
諸
機
関
等
 

欧
州
議
会
（
Eu

ro
pe
an
 P
ar
lia
m
en
t）

 
EU
市
民
の
声
を
代
表
す
る
立
法
機
関
の

1
つ
。

5
年
ご
と
の

直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る

75
1
名
の
議
員
（
議
長

1
名

を
含
む
）
が
構
成
す
る
。
加
盟
国
の
議
席
数
は
、
人
口
に
比
例

し
て

6～
96
議
席
と
な
る
。
議
長
は
議
員
の
中
か
ら
議
員
の

投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
（
任
期

2
年

6
か
月
、
再
選
可
）
。
 

欧
州
理
事
会
（
Eu

ro
pe
an
 C
ou
nc
il）

 
EU
全
体
の
政
治
的
方
針
及
び
優
先
課
題
を
決
定
す
る

EU
の

政
治
的
最
高
意
思
決
定
機
関
（
た
だ
し
、
立
法
権
限
を
持
た
な

い
）
。
加
盟
国
首
脳
、
欧
州
理
事
会
議
長
、
欧
州
委
員
会
委
員

長
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
欧
州
理
事
会
議
長
（
常
任
議
長
）
は
、

欧
州
理
事
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
（
任
期

2
年

6
か
月
、

1
回
の

み
再
任
可
）
、
対
外
的
代
表
と
し
て
、
首
脳
級
の
国
際
会
合
に

参
加
す
る
。
 

閣
僚
理
事
会
（
C
ou
nc
il（

of
 th
e 
Eu

ro
pe
an
 U
ni
on
）
）
 

加
盟
国
の
声
を
代
表
す
る
立
法
機
関
の

1
つ
。
政
策
分
野
ご

と
に
加
盟
国
の
各
分
野
の
閣
僚
級
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

外
務
理
事
会
（
外
務
・
安
全
保
障
政
策
上
級
代
表
が
議
長
を
務

め
る
）
を
除
き
、
議
長
国
は
、
加
盟
国
が
半
年
ご
と
に
輪
番
で

担
当
す
る
。
「
理
事
会
」
、
「

EU
理
事
会
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
 

欧
州
委
員
会
（
Eu

ro
pe
an
 C
om

m
is
si
on
）
 

EU
共
通
の
利
益
促
進
を
目
的
と
す
る
行
政
機
関
。
加
盟
国
か

ら
独
立
し
た
立
場
で
政
策
の
提
案
及
び
そ
の
執
行
を
担
う

（
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
（
C
FS

P）
を
除
く
）
。
加
盟
国

1
人
ず
つ
の
委
員
（
任
期

5
年
、
再
任
可
）
が
構
成
員
と
な
り
、

合
議
体
と
し
て
活
動
す
る
。
委
員
長
は
、
欧
州
議
会
選
挙
の
結

果
を
考
慮
し
て
欧
州
理
事
会
が
欧
州
議
会
に
提
案
し
、
欧
州

議
会
が
承
認
す
る
（
筆
頭
候
補
者
手
続
）
。
ま
た
、
対
外
的
代

表
と
し
て
首
脳
級
の
国
際
会
合
に
参
加
す
る
（

CF
SP
を
除
く
）
。
 

EU
司
法
裁
判
所
（
C
ou
rt 
of
 Ju

st
ic
e 
of
 th
e 
Eu

ro
pe
an
 U
ni
on
）
 

司
法
裁
判
所
（
C
ou
rt 
of
 Ju

st
ic
e）
及
び
一
般
裁
判
所
（
G
en
er
al
 

C
ou
rt）
か
ら
成
る
。

EU
法
の
番
人
と
し
て
、
加
盟
国
、

EU
諸
機
関
、
自
然
人
又
は
法
人
の
行
為
を
裁
定
す
る
。
加
盟
国
の

裁
判
所
の
要
請
に
よ
り
、

EU
法
の
解
釈
等
に
つ
い
て
先
決
裁

定
を
下
す
。
「
欧
州
司
法
裁
判
所
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
 

欧
州
中
央
銀
行
（
Eu

ro
pe
an
 C
en
tra
l B

an
k:
 E
C
B
）
 

EU
の
中
央
銀
行
と
し
て
、
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
を
管
理
し
、
物

価
の
安
定
維
持
を
目
的
に

EU
の
金
融
政
策
を
実
施
す
る
。
 

欧
州
会
計
検
査
院
（
Eu

ro
pe
an
 C
ou
rt 
of
 A
ud
ito
rs
）
 

EU
の
会
計
検
査
を
行
う
監
査
機
関
。
各
加
盟
国

1
人
の
国
民

に
よ
り
構
成
さ
れ
、
独
立
し
て
職
務
を
遂
行
す
る
。
 

外
務
・
安
全
保
障
政
策
上
級
代
表
（
H
ig
h 
R
ep
re
se
nt
at
iv
e 
of
 

th
e 
U
ni
on
 fo

r F
or
ei
gn
 A
ff
ai
rs
 a
nd
 S
ec
ur
ity
 P
ol
ic
y）

 
外
務
大
臣
に
相
当
。
欧
州
対
外
活
動
庁
（
Eu

ro
pe
an
 E
xt
er
na
l 

A
ct
io
n 
Se
rv
ic
e）
が
上
級
代
表
の
活
動
を
補
佐
す
る
。
な
お
、

共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
は
、
上
級
代
表
が
閣
僚
理
事
会
に

発
議
し
、
上
級
代
表
及
び
加
盟
国
が
実
施
す
る
。
同
政
策
は

「
立
法
」
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
欧
州
委
員
会
は
、
同
政
策

の
発
議
権
を
持
た
な
い
。
 

EU
市
民
 

加
盟
国
の
全
て
の
国
民
は
、

EU
か
ら

EU
市
民
権
を
付
与
さ

れ
る
。

EU
市
民
は
、
一
定
の
要
件
の
下
、
欧
州
委
員
会
に
対

し
立
法
提
案
の
要
請
の
発
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（

EU
市

民
発
案
）
。
 

  2 
E
U
に
関
す
る
概
念
等
 

EU
条
約
／
E
U
運
営
条
約
（
以
下
「
両
条
約
」
）
 

EU
の
設
立
根
拠
で
あ
る
。
加
盟
国
は
、
共
通
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
両
条
約
の
下
で
、

EU
に
加
盟
国
に
関
す
る
権
限

を
付
与
す
る
。
両
条
約
の
変
遷
や
内
容
の
詳
細
は
、
資
料
「

EU
の
条
約
」
を
参
照
。
 

権
限
付
与
の
原
則
（
pr
in
ci
pl
e 
of
 c
on
fe
rr
al
）
 

EU
は
、
加
盟
国
か
ら
付
与
さ
れ
た
権
限
の
範
囲
内
に
限
定
し

て
活
動
す
る
と
い
う
原
則
。
両
条
約
に
よ
り

EU
に
付
与
さ

れ
て
い
な
い
権
限
は
、
加
盟
国
に
留
保
さ
れ
る
。
 

補
完
性
の
原
則
（
pr
in
ci
pl
e 
of
 s
ub
si
di
ar
ity
）
 

あ
る
活
動
に
つ
い
て
、
加
盟
国
で
は
十
分
に
目
的
を
達
成
で

き
ず
、
規
模
や
効
果
に
鑑
み
て
、

EU
が
よ
り
良
く
達
成
で
き

る
場
合
に
の
み
、

EU
は
活
動
す
る
と
い
う
原
則
。
 

比
例
性
の
原
則
（
pr
in
ci
pl
e 
of
 p
ro
po
rti
on
al
ity
）
 

EU
の
活
動
の
内
容
と
形
式
は
、
両
条
約
の
目
的
の
達
成
に
必

要
と
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
。
 

EU
立
法
 

EU
は
、
権
限
行
使
の
た
め
、
規
則
、
指
令
、
決
定
等
を
採
択

す
る
。
規
則
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
、
全
て
の
加
盟
国
で
直

接
適
用
さ
れ
る
。
指
令
は
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
結
果
に
つ
い

て
、
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
方
式
及
び
手
段
の
選
択
を
加
盟

国
に
委
任
す
る
。
決
定
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
、
名
宛
人
を

特
定
し
た
場
合
、
そ
の
名
宛
人
の
み
を
拘
束
す
る
。
 

EU
の
諸
価
値
 

EU
は
、
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
民
主
主
義
、
平
等
、
法
の
支

配
、
人
権
（
少
数
者
に
属
す
る
人
々
の
権
利
を
含
む
）
の
尊
重

と
い
う
諸
価
値
を
基
礎
と
す
る
。

EU
へ
の
加
盟
に
は
、
こ
れ

ら
の
諸
価
値
の
尊
重
が
前
提
と
さ
れ
る
。
 

自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
（

are
a o

f f
ree

do
m,
 se
cu
rit
y a

nd
 ju
sti
ce
）
 

EU
が

EU
市
民
に
提
供
す
る
領
域
で
あ
り
、
国
境
管
理
、
庇

護
、
移
民
、
犯
罪
の
防
止
・
撲
滅
に
関
す
る
適
切
な
措
置
に
よ

り
人
の
自
由
移
動
が
保
障
さ
れ
る
。
 

域
内
市
場

 
/
 
単
一
市
場
（
in
te
rn
al
 m
ar
ke
t /
 si
ng
le
 m
ar
ke
t）

 

モ
ノ
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
が
確
保
さ
れ
た

域
内
国
境
の
な
い
領
域
か
ら
成
る
市
場
。
域
内
市
場
は
、
均
衡

の
と
れ
た
経
済
成
長
、
物
価
安
定
、
完
全
雇
用
、
社
会
的
進
歩

を
目
指
す
高
度
に
競
争
的
な
社
会
市
場
経
済
等
を
基
礎
と
す

る
持
続
可
能
な
発
展
を

EU
に
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
 

経
済
通
貨
同
盟
（
Ec
on
om

ic
 a
nd
 M

on
et
ar
y 
U
ni
on
: E

M
U
）
 

EU
の
経
済
通
貨
統
合
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
域
内
市
場
を
補
完

し
、
加
盟
国
間
の
経
済
政
策
の
協
調
や
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
の

導
入
、
欧
州
中
央
銀
行
（

EC
B
）
の
創
設
を
含
む
。
経
済
・
通

貨
問
題
に
関
す
る

EU
内
の
協
力
を
つ
か
さ
ど
る
。
 

対
外
活
動

 

EU
は
、
平
和
、
安
全
保
障
、
地
球
の
持
続
可
能
な
発
展
、
人
々

の
間
の
連
帯
と
相
互
尊
重
、
自
由
で
公
正
な
通
商
、
貧
困
の
撲

滅
と
人
権
（
特
に
子
ど
も
の
権
利
）
の
保
護
、
国
際
法
（
国
際

連
合
憲
章
を
含
む
）
の
厳
守
と
そ
の
発
展
に
貢
献
す
べ
く
対

外
的
に
活
動
す
る
。
 

  （
出
典
）
各
種
資
料
を
基
に
作
成
。
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